
 

「相談箱」を設置しました。 

 

生徒の皆さんが相談しやすいように、「相談箱」を設置しました。 

いじめやセクハラの被害を受けたけど、どうしたらよいかわからない。 

誰に相談すればよいかわからないことなどがありましたら、 

ぜひ活用してください。 

設置場所： 保健室前 

用  紙： 指定の用紙はありません。 

方  法： 相談箱に投函された相談内容は、 

  ハラスメント 相談委員会の先生方が確認します。 

 内容に応じて関係の先生方で解決策を考えていきます。 


